
猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員職名規則 

平成１２年８月１７日 規則第３号 

 

改正 平成１４年４月１日規則第１５号 

平成１６年４月１日規則第１８号 

平成１９年１月１日規則第２２号 

平成１９年３月３０日規則第２５号 

令和５年３月３１日規則第５６号 

 

（総則） 

第１条 猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員定数条例（平成１２年猪名

川上流広域ごみ処理施設組合条例第４号）に規定する職員（以下「職員」

という。）の職名については、法令又は条例、規則等において別に定め

があるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 

（職名） 

第２条 職員の職名は、次のとおりとする。 

（１）事務局長 

（２）会計管理者 

（３）次長 

（４）主幹 

（５）副主幹 

（６）主査 

（７）主任 

（８）主事 

（９）技師 

第３条 前条に規定する職名に関し、法令又は条例、規則等において特別

の定めがあり、特に必要と認められるものについては、前条に定める職

名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。 

 

付 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成１２年８月１１日から適用する。 

付 則（平成１４年規則第１５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１６年規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１９年規則第２２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１９年規則第２５号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 付 則（令和５年規則第５６号） 



この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


